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 組合員の皆様の「標準報酬月額」は，毎年 7月 1 日時点で，4月から 6 月までの 3か月間の報酬額の平均によ

り，決定し直す仕組みになっています。この決定は，毎年定期的に行われることから「定時決定」といいます。 

 定時決定により決定された標準報酬月額は，途中で改定がなければ，9月から，翌年の 8月まで適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準報酬月額の「定時決定」が行われます！ 

標準報酬月額（短期）  

第 20 級 

340,000 円 

基本給 

300,000円 

４月の報酬 ５月の報酬 ６月の報酬 

基本給 

300,000円 

諸手当 

60,000円 

＋ ＋ 基本給 

300,000円 

諸手当 

45,000円 

÷３＝ 

標準報酬等級表に当てはめる 

報酬月額 

345,000

円 

諸手当 

30,000円 

円位未満の

端数切捨て 

 定時決定のイメージ図 

定時決定により決定された標準報酬月額は，7月以降，標準報酬決定通知書又は給与明細書

等（給与支給機関によって異なります）により，組合員の皆様に通知され，9月以降の共済組

合の掛金（保険料）や給付の算定に適用されます。 

 

Ｑ ４月，５月，６月とも育児休業中で報酬が支払われていないのですが，定時決定ではどのように決定さ

れますか。 

Ａ ３月とも報酬が支払われない場合は，休職等の事由が発生する直前の標準報酬月額（従前の標準報酬月

額）により決定します。 

  病気休職中や職員団体への専従許可により報酬が支給されない場合がこれに該当します。 

  なお，３月とも病気休職であっても報酬の一部が支給されている場合（８割支給）など「低額の休職給」

を受けている場合も従前の標準報酬月額により決定します。 

お問い合わせ先：経理貸付係(経理担当)（０８２）５１３－４９５５ 


